
■カナダ：アルバータ州の炭素税法案を上程 

アルバータ州は 2016年 5月 24日、州の気候変動行動計画を実施するための法律である「法

案 20」を上程したことを発表した。提案された法律が通過した場合は、トン当たり 20ドル

の炭素税が 2017年 1月 1日に有効になる。炭素税を通じて集められた資金は、炭素削減対

策のためにアルバータ州に再投資され、アルバータ州民が（炭素税に）慣れるようにリベ

ートを提供する。アルバータ州の世帯の 66％が、リベートの全額または一部を受け取るこ

とになる。この法律に基づき、州の機関として、省エネルギーと小規模な再生可能エネル

ギー・プログラムやサービスを設定開発・提供する組織「省エネ・アルバータ」を設立す

る。 


